
☛ インボイス制度が始まると、買い手は消費税の仕入税控除の為に、原則として売り手が

交付するインボイス（適格請求書）を保存する必要があります。

☛ インボイスには登録番号の記載が必要です

☛ 税務署へ申請手続きを行うことで、登録番号を取得することができます

セミナー受講申込書 FAX：0977-26-2232 ※切り取らずこのままFAXしてください

お申込み・お問合せ 別府商工会議所（担当首藤）TEL：0977-25-3311

2022/ 9 / 28 (水)

14:00～17:00（個別相談会＆登録申請会 14:50～）

別府商工会議所 3F大会議室

30名

会場

定員

インボイス制度についての説明 14:00～14:50
別府税務署職員によるインボイス制度の説明（概要、手続き方法など）

個別相談会＆登録申請会 14:50～17:00
インボイスの登録申請がその場で行えます ※あくまでも登録は任意です

～当日の申請手順～
①書面に記入（印鑑不要）
②別府税務署の収受印が押された控えをその場でお渡しします

免 税 事 業 者 向 け
インボイスセミナー

お申込締切 9/26(月)

課税事業者も参加OK!

事業所名 氏名

事業所住所
電話 (            )

メールアドレス

個別相談会＆
登録申請会 参加を希望する ・ 参加を希望しない

※駐車場に限りがございます。
満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください

2023年10月１日からインボイス制度が始まります

どちらかに〇を付けてください

要予約・先着順・6社程度


